
➊
昭
和
23
年
９
月
13
日
～
９
月
15
日

　
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
は
、
受
診
日

　
に
よ
り
健
診
の
種
類
が
異
な
り
ま

　
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

➋
血
液
検
査
が
あ
り
ま
す
。

・
午
前
受
診
の
人
は
、
前
日
の
夕

　
食
後
10
時
間
以
上
は
水
以
外
の

　
飲
食
物
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

・
午
後
受
診
の
人
は
、
当
日
の
軽

　
め
の
朝
食
後
、
水
以
外
の
飲
食

　
物
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

・
夜
間
受
診
の
人
は
、
当
日
の
軽

　
め
の
昼
食
後
、
水
以
外
の
飲
食

　
物
を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

➌
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
が
あ
り
ま
す

　
の
で
、
ボ
タ
ン
・
金
具
の
な
い

　
服
装
で
お
願
い
し
ま
す
。

（
ボ
タ
ン
の
な
い
Ｔ
シ
ャ
ツ
な
ど

　
は
着
た
ま
ま
撮
影
で
き
ま
す
）

➍
眼
底
検
査
（
医
師
が
必
要
と
認

　
め
た
人
）
は
、
コ
ン
タ
ク
ト
レ

　
ン
ズ
を
外
し
て
撮
影
し
ま
す
。

➎
受
診
す
る
前
は
、
ア
ル
コ
ー
ル

　
の
摂
取
や
過
度
な
運
動
な
ど
を

　
控
え
て
く
だ
さ
い
。

➏
健
診
は
、
混
雑(

特
に
午
前
中)

　
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
ご
承
知

　
く
だ
さ
い
。

➐
健
診
会
場
へ
の
車
で
の
ご
来
場

　
は
お
控
え
く
だ
さ
い
。
　

➑
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る

　
人
は
、
健
診
前
日
ま
で
に
担
当

　
課
で
「
健
診
料
金
」
の
免
除
申

　
請
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

➒
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　
の
影
響
に
よ
り
、
日
程
の
変
更

　
や
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

　
す
。

※

健
診
デ
ー
タ
や
問
診
票
の
結
果

　
は
、
健
康
づ
く
り
の
推
進
に
活

　
用
し
ま
す
。
結
果
は
統
計
情
報

　
と
し
て
取
り
扱
う
た
め
、
個
人

　
情
報
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
あ

　
り
ま
せ
ん
。

　

　　
生
活
保
護
受
給
者
で
令
和
５
年

度
中
に
16
歳
以
上
に
な
る
方
（
学

生
お
よ
び
職
場
で
検
診
機
会
の
あ

る
方
は
除
く
）
の
健
康
診
査
は
、

真
鶴
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
で

行
い
ま
す
。

　
受
診
期
間
や
受
診
方
法
等
に
つ

い
て
は
、
９
月
に
個
別
通
知
し
ま

す
の
で
、
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

※

９
月
12
日
(火)
か
ら
行
わ
れ
る
集

　
団
健
康
診
査
は
受
診
で
き
ま
せ

   

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

　

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
（
Ｂ
型
・
Ｃ

型
）
検
査
を
特
定
健
康
診
査
の
日

程
と
同
時
に
実
施
し
ま
す
。

※

診
療
所
の
日
は
除
く

◇
対
象
者

・
40
歳
に
な
る
人

（
昭
和
58
年
４
月
２
日
～
昭
和
59

　
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人
）

・
41
歳
以
上(

昭
和
57
年
４
月
１

　
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人)

で
、

　
過
去
に
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
を

　
受
け
た
こ
と
が
な
い
人

◇
検
査
料
金
　
７
０
０
円

◇
受
診
方
法

　
事
前
に
健
康
長
寿
課
へ
申
し
込
み
。

◇
検
査
料
金
の
免
除

　
次
の
人
は
検
査
料
金
が
免
除
に

　
な
り
ま
す
。

　
検
査
受
診
前
日
ま
で
に
健
康
長

　
寿
課
で
、
免
除
申
請
手
続
き
を

　
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
➀
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

　
➁
生
活
保
護
世
帯
の
人


